
 

 

 第１回南魚沼市地域公共交通協議会（書面議決）結果 

 

 

１．通知発送日 

令和６年５月16日 

 

２．協議方法 

・会議の開催に代えて書面による議決を実施 

・南魚沼市地域公共交通協議会の各委員に対し、書面により議決内容を周知し、

回答を依頼 

 

３．協議事項 

１ 監査員の選任について 

２ 令和５年度事業報告及び収支決算について 

３ 令和６年度事業計画及び収支予算について 

４ 路線バスの運行終了について 

 

４．協議結果 

 【回答状況】  

委員数：26人（会長を除く）  

回答数：21人 

無回答：５人 

委員の過半数の回答があったため協議会開催が成立（協議会規約第9条第2項）  

  



 

 

【回答結果】  

 

●協議事項１ 監査員の選任について 

「承認する」と回答した委員数：21人 

「承認しない」と回答した委員数：０人 

 

出席委員の過半数の承認を得たため、協議会規約第９条第４項により、本議案

については原案のとおり承認されました。 

 

意見・理由等はありませんでした。 

 

 

●協議事項２ 令和５年度事業報告及び収支決算について 

「承認する」と回答した委員数：21人 

「承認しない」と回答した委員数：０人 

 

出席委員の過半数の承認を得たため、協議会規約第９条第４項により、本議案

については原案のとおり承認されました。 

 

意見・理由等はありませんでした。 

 

 

●協議事項３ 令和６年度事業計画及び収支予算について 

「承認する」と回答した委員数：19人 

「承認しない」と回答した委員数：２人 

 

出席委員の過半数の承認を得たため、協議会規約第９条第４項により、本議案

については原案のとおり承認されました。 

 

意見・理由等 

 （次のページへ） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（承認しない）意見あり２人 

 委員からの意見・理由等 意見・理由に対しての回答 

１ 市民バス運賃無料月間の実施につい

て。市民バスのほとんどが路線バス

と並走する運行でありバス停も重複

する箇所が多く路線バスへの影響が

大きいため。 

 

  

市民バスは交通空白地帯を解消するため路線バ

スを補完するものとして運行しておりますが、

両者の役割が重複する区間が存在することも事

実です。そのような路線バスの系統に対して市

から相応の補助金が交付されており、近隣自治

体における無料月間の実績から判断しても路線

バス運行事業者の収支への影響はほぼないもの

思いますが、過度な影響が出ないか注視しなが

ら進めて行きたいと考えております。本件のよ

うな企画を実施し、市民バスの利用を促進する

ことで公共交通の維持が図られるものと思いま

すのでご理解をいただきますようお願い申し上

げます。 

２ 「市民バス運賃無料月間の実施」と

あるが、既存路線の収支を悪化させ

る要因になりかねないため、実施す

べきではないと考える。 

 

●協議事項４ 路線バスの運行終了について 

「承認する」と回答した委員数：21人 

「承認しない」と回答した委員数：０人 

 

出席委員の過半数の承認を得たため、協議会規約第９条第４項により、本議案

については原案のとおり承認されました。 

 

意見・理由等 

 

（承認する）意見あり２人 

 委員からの意見・理由等 意見・理由に対しての回答 

１ 協議路線ではないので協議事項ではなく報

告事項でお願いします。  

誤解を招く表現で申し訳ありません。路

線バスの運行終了に伴いどのように対応

するかということで協議事項とさせてい

ただきました。 

２ 六日町～浦佐線の廃止は通学や日常生活で

バスを利用している高齢者や車を持たない

住民への影響が心配ですが、市民バスによ

り代替されるとのことなので承認致しま

す。市民バスが当該バスと比較して利用者

への過度の負担をかけないこと及びサービ

ス水準を維持されるようご配慮ください。 

市民バスへの移行に伴い従来からの利用

者への影響がないよう調整を行ってまい

ります。便数や時刻表等の運行形態の案

ができましたら本協議会の議題に挙げさ

せていただきますのでよろしくお願いい

たします。 



協議事項１：監査員の選任について 

地域公共交通協議会は規約第７条より監査員２名を置くこととしております。令

和６年４月１日より新たな任期となったため、改めて選任するものです。規約第７

条第４項では互選により選任することとなっておりますが、事務局案として下記２

名を推薦するものです。 

 

・新潟県南魚沼地域振興局企画振興部地域振興専門員 桑原 貴昭 委員 

・塩沢地域地区センター代表 上田ふるさと協議会会長 上村 敬喜 委員 

 

 

協議事項２：令和５年度事業報告及び収支決算について【資料No.１、２、３】 

令和５年度での費用に対する収益の割合は、8.06％でした。前年度の 8.42％から、

0.36％の減少となっております。原因としては、前年度の経常収益の中に車両売却

による収入が含まれていたこと、および燃料価格の高騰や車両修繕費の増加により

令和５年度の経常費用が増加したことが挙げられます。 

収支決算につきましては、資料 No.３のとおり令和６年３月 25日に監査を受けて

おります。 

 

 

協議事項３：令和６年度事業計画及び収支予算について【資料 No.４、５、６】 

協議会の開催につきましては、市民バス運行の見直しにより、協議事項が発生し

た場合には、都度、協議会に諮りたいと考えております。 

今年度の事業として、資料No.６南魚沼市の公共交通のマスタープランである地

域公共交通計画を業務委託により策定するための予算を計上しております。 

 

 

協議事項４：路線バスの運行終了について 

路線バスを運行する南越後観光バス株式会社から、運転士不足が改善されないこ

とから以下の２系統を令和６年９月末で運行終了するとの連絡がありました。 

 

（１）六日町～野田～五日町～大崎～浦佐線 

当該路線のうち、六日町駅前と浦佐駅東口の間で運行している系統が９月末で

運行終了となります。代替交通として 10 月からは市民バスとして運行できるよ

う現在関係者と調整を行っております。時刻表は現在のものを概ね引き継ぎ、そ

の他の運賃や運行日などの運行形態につきましては他の市民バスと同様なものに

なることを想定しています。 

なお、野田と八海中学校の間を運行している系統については 10 月からも引き

続き路線バスとして存続します。 

 



（２）小出～干溝～虫野～荒金～浦佐線 

この路線は従来、主に魚沼市から魚沼基幹病院への通院のために利用されてい

ましたが、令和３年 10 月に路線バス六日町～浦佐～小出線が魚沼基幹病院に乗

り入れるようになってからは利用者数が減少しておりました。乗降調査の結果、

本市内での利用はほとんどなく、市内では既に市民バス三用コースおよび赤石コ

ースが同様なルートで運行していることから代替交通の用意は不要と考えており

ます。 

 

 

報告事項１：委員の追加について 

地域公共交通計画の策定にあたり様々な部署からの参画を得るとともに策定後も

引き続き施策の推進に取り組んでいただくため、南魚沼市地域公共交通協議会規約

第５条に基づき市の執行部から以下の５名を新たに委員に加えました。 

区分 所属団体等 職・氏名 

(1) 市 南魚沼市長及びその指名する職員 

U&I ときめき課長 若井 勉 

福祉課長     髙野 正秀 

商工観光課長   西潟 一郎 

学校教育課長   関 浩二 

南魚沼市民病院 庶務課長 

梅澤 修 

 

 

 



令和５年度事業報告 

１．協議会の開催 

年月日 事 業 内  容 

６月 23日 第１回協議会 

（書面協議） 

・令和４年度事業報告及び収支決算について 

・令和５年度事業計画及び収支予算について 

・生活交通確保維持改善計画について 

・市民バス栃窪・岩之下コースにおけるデマン

ド交通の導入について 

・市民バス浦佐・五箇コースに配置する車両の

最大値の変更について 

７月５日 第２回協議会 

（書面協議） 

・市民バス栃窪・岩之下コースを運行する車両

の停留所への駐停車について 

８月 23日 第３回協議会 ・市民バス大崎コースの大和庁舎停留所等の設

置について 

・市民バス城内コースの運行経路の変更につい

て 

・車いすでの市民バスの利用について 

・路線バス六日町＝小出線、六日町＝湯沢線の

休止届への対応について 

・市民バス栃窪・岩之下コースのデマンド交通

の利用状況及び停留所の名称変更について 

９月 11日 第４回協議会 

（書面協議） 

・生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備

等整備事業）について 

・市民バス五十沢・大月コースの車両の小型化

について 

１月 12日 第５回協議会 

（書面協議） 

・生活交通確保維持改善計画に関する事業評価

について 

２月 27日 第６回協議会 

（書面協議） 

・南魚沼市地域公共交通網形成計画の変更につ

いて 

・中之島・吉里コースの停留所の名称及び位置

の変更について 

・石打・竹俣コースの工事による迂回の終了に

ついて 

・路線バス十日町=魚沼基幹病院線の乗降制限

の解除について 

３月 22日 第７回協議会 

（書面協議） 

・南魚沼市地域公共交通協議会規約の一部改正

について 

・路線バスの減便について 

 

資料№ １ 



２．計画に基づく事業 

時 期 事 業 内  容 

４月～３月 市民バス運行の見直しの

検討・実施 

・運行見直しの検討・実施 

・運輸局への申請について協議 

４月～３月 ニーズの把握 ・運行事業者に対する利用状況の聞き取り、利用

者等からの要望受付 

４月～３月 住民周知 ・バスの乗り方教室 

（大和老人福祉センター（湯咲荘）） 

・車内掲示、市報等によるバス事業の周知 

・バス停の整備 

 

３．令和５年度 市民バス運行収支 

市民バス運行収支割合 

経常収益 経常費用 収支割合 

７，６０３，８２２円 ９４，３７４，０３３円 ８．０６％ 

 

運行１便当たりの運行収支 

運行便数 １便当たりの平均収益 １便当たりの平均経費 

１４，７３７ ５１６円 ６，４０３円 

 



１　収入 (単位：円）
款 項 目 予算額 決算額 比較増減

○負担金

　南魚沼市負担金 2,235,000

2補助金 １補助金 １補助金 0 0 0

3繰越金 １繰越金 １繰越金 0 0 0

4諸収入 １諸収入 １諸収入 0 11 11 預金利息 11

2,235,000 2,235,011 11

２　支出 (単位：円）
款 項 目 予算額 決算額 比較増減

○報償費

　 委員報償　　　       　 94,800

○旅費

   委員費用弁償　      4,400

○手数料

　 口座振替手数料　   8,580

2事業費 1事業費 1事業費 2,100,000 0 △ 2,100,000

○戻入金

  南魚沼市負担金 2,127,231

４予備費 １予備費 １予備費 0 0 0

2,235,000 2,235,011 11

収入支出差引額　　2,235,011円　-　2,235,011円　＝　0 円

合　　　計

2,235,000

１会議費 125,000 99,200１会議費

南魚沼市地域公共交通協議会　令和５年度　収支決算

説　　　　　　　明

１負担金 １負担金 １負担金 2,235,000 0

2事務費 10,000 8,580 △ 1,420

△ 25,800

1事務費

説　　　　　　　明

3返還金 １返還金 １返還金 0 2,127,231 2,127,231

合　　　計

１運営費

資料No. ２



Administrator
テキストボックス
資料No.３



令和６年度事業計画（案） 

１．協議会の開催 

年月日 事 業 内  容 

５月（今回） 第１回協議会 ・令和５年度事業報告及び収支決算について 

・令和６年度事業計画及び予算について 

６月頃 第２回協議会 ・市民バスの運行系統の変更、停留所の設置、

時刻表の変更について 

・地域公共交通網形成計画別紙（幹線系統補助

関係）について 

・地域公共交通網形成計画別紙（フィーダー系

統補助関係）について 

・地域公共交通計画の現状報告 

９月頃 第３回協議会 ・各種調査結果の報告 

・地域公共交通計画骨子案の協議 

12月頃 第４回協議会 ・地域公共交通計画素案の協議 

・地域公共交通確保改善事業に関する事業評価

について 

３月頃 第５回協議会 ・地域公共交通計画のパブリックコメントの報

告及び承認 

 

 

 

２．計画に基づく事業 

時 期 事 業 内  容 

４月～３月 市民バス運行の見直しの

検討・実施 

・運行見直しの検討・実施 

・運輸局への申請について協議 

４月～３月 ニーズの把握 ・運行事業者に対する利用状況の聞き取り、

利用者等からの要望受付 

４月～３月 住民周知 ・バスの乗り方教室について 

 （地区老人会など） 

・市民バス運賃無料月間の実施 

・車内掲示、市報等によるバス事業の周知 

・バス停の整備 

 

資料№ ４ 



資料№５

１　収入 (単位：円）

款 項 目 予算額

１負担金 １負担金 １負担金 10,676,250 南魚沼市負担金

　協議会運営費 204,250

　事業費負担金 7,972,000

　事業費一時負担分 2,500,000

2補助金 １補助金 １補助金 0

3繰越金 １繰越金 １繰越金 0

4諸収入 １諸収入 １諸収入 0

10,676,250

２　支出 (単位：円）

款 項 目 予算額

１会議費 １会議費 192,250

2事務費 1事務費 12,000

2事業費 1事業費 1事業費 10,472,000

3返還金 １返還金 １返還金 0

４予備費 １予備費 １予備費 0

10,676,250

※予算の款項目間流用については会長に一任する。

※今年度、国補助金（地域公共交通調査等事業）を活用して業務委託により地域公共交通計画を

　 策定することとしている。受託者への支払いは令和７年３月末頃、国補助金2,500,000円の本協

　 議会への入金は令和７年４月頃を見込んでいる。このため、補助金が入金されるまで事業費の一

　 部を一時負担分として補填し、補助金の入金があった場合は補助金額を市の会計に戻入するこ

　 ととする。なお、補助金の入金および市の会計への戻入は本協議会としては令和７年度予算で

　 処理するものとする。

　令和６年度収支予算(案)

１運営費

摘要

合　　　計

摘要

合　　　計

委員報酬、  委員費用弁償　　　       　

地域公共交通調査事業（計画策定事業）

口座振替手数料　   



南魚沼市地域公共交通計画の策定について 

 

１ 経緯 

本市では、令和元年度に南魚沼市地域公共交通網形成計画（計画期間：令和

２年度～令和６年度の５年間）を策定し、基本方針として、「だれもが安心し

て住み続けられる持続可能な交通体系の構築」を掲げて各種公共交通施策を展

開してきた。 

このような状況で、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が令和２年

11月 27日に改正され、従来の「地域公共交通網形成計画」に替わるものとし

て「地域公共交通計画」の策定が努力義務とされた。 

 

２ 地域公共交通計画と網形成計画の違い 

地域公共交通計画は、網形成計画から更に対象や内容、位置づけ、実効性確

保のそれぞれの面で拡充させ、新たな計画とすることで、地域交通に関する各

種の取組を更に促進していくことを目的としている。 

 地域公共交通計画 地域公共交通網形成計画 

計画の 

対象 

・ネットワークの確保・充実に加

え、ダイヤや運賃などの面から

もサービスを総合的に捉え改善

や充実に取り組む 

・地域の輸送資源を総動員する具

体策を盛り込むことができる 

・バス路線などの専ら公共

交通のネットワークの確

保・充実（主に路線の再編

や新規整備）を対象 

位置づけ ・地方公共団体による作成を法的

に努力義務化 

・基本的に全ての地方公共団体に

おいて計画の作成や実施に取り

組む 

・地方公共団体による作成

が可能 

実効性 

確保 

・定量的な目標の設定や毎年度の

評価などの仕組みを制度化 

・定量的なデータに基づく PDCA 

の取組を強化 

・可能な限り具体的な数値

指標を明示 

・原則、計画終了時・見直し

時に達成状況を評価 

 

３ 地域公共交通計画策定の理由 

下記の理由から、「地域公共交通網形成計画」を見直し、公共交通網を整備

するための新たな公共交通のマスタープランとして「南魚沼市地域公共交通計

画」を策定する。 

資料№ ６ 



（１）網形成計画策定後の情勢の変化 

少子高齢化や人口減少、マイカーの普及、新型コロナウイルス感染症の影

響などにより当市における公共交通利用者は依然減少傾向にあり、安定した

運行の維持は厳しい状況が続いている。 

路線バスでは、燃料価格高騰による事業者の経営状況の悪化や労働時間の

規制強化の影響によるバス運転手不足により市内のほとんどの路線で減便

が行われている。 

以上のことから、情勢の変化を踏まえた計画の見直しを図る必要がある。 

（２）立地適正化計画の方針への整合 

南魚沼市は、今後も進むことが予想される少子高齢化や適正な財政運営の

必要性及び都市全体の観点から居住機能や都市機能の立地等を検討し、将来

を見据えたまちづくりを進めるため令和５年度に南魚沼市立地適正化計画

を策定した。立地適正化計画では、方針として誘導区域内の医院・スーパー

マーケット等におけるバスの停留所の増設、誘導区域を軸に交通利便性の維

持・向上を図ることなどを掲げている。方針を踏まえ公共交通体系のあり方

を検討し、計画の見直しを図る必要がある。 

 

４ 地域公共交通調査事業（国庫補助事業） 

「南魚沼市地域公共交通計画」の策定については、国庫補助事業である地域

公共交通調査事業の対象となるため、国庫補助金の申請を行っている。 

  ・事 業 名 ： 地域公共交通調査事業（国土交通省運輸局所管） 

  ・補助対象者 ： 南魚沼市地域公共交通協議会 

 

５ 今後の予定 

  ・委 託 名 ： 南魚沼市地域公共交通計画策定業務委託 

・発 注 者 ： 南魚沼市地域公共交通協議会 

  ・発注形態 ： 公募型プロポーザル方式による業者選定 

  ・公募開始 ： ５月 14日 

  ・契約締結 ： ７月上旬頃 


